
提

出

者

長

妻

昭

平
成
十
五
年
四
月
二
十
二
日
提
出

質

問

第

六

一

号

内
閣
提
出
の
「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
案
」
、
「
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す

る
法
律
案
」
を
は
じ
め
関
連
法
案
に
お
け
る
具
体
的
事
例
へ
の
適
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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内
閣
提
出
の
「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
案
」
、
「
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す

る
法
律
案
」
を
は
じ
め
関
連
法
案
に
お
け
る
具
体
的
事
例
へ
の
適
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書

内
閣
提
出
の
「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
案
」
、
「
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
案
」

を
は
じ
め
関
連
法
案
に
お
け
る
具
体
的
事
例
に
つ
い
て
の
適
用
の
是
非
や
問
題
点
や
発
生
義
務
を
お
尋
ね
す
る
。
前
提
条
件
に

よ
っ
て
適
用
の
是
非
や
問
題
点
や
発
生
義
務
が
異
な
る
場
合
や
罰
則
規
定
の
あ
る
場
合
、
そ
の
前
提
条
件
や
罰
則
の
内
容
も
明

記
頂
き
た
い
。
ま
た
、
現
行
法
で
も
問
題
の
あ
る
場
合
は
お
示
し
願
い
た
い
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
例
で
主
体
が
個
人
情
報

取
扱
事
業
者
で
あ
る
場
合
と
な
い
場
合
、
双
方
の
ケ
ー
ス
で
の
見
解
も
お
示
し
願
い
た
い
。

一

古
本
屋
さ
ん
が
、
個
人
か
ら
購
入
し
た
名
簿
を
販
売
す
る
行
為
。
名
簿
の
内
容
に
よ
っ
て
法
案
適
用
が
変
わ
っ
て
く
る
場

合
は
、
名
簿
の
内
容
ご
と
に
解
釈
を
お
示
し
願
い
た
い
。

二

電
話
帳
は
個
人
情
報
デ
ー
タ
ー
ベ
ー
ス
か
。

三

電
話
帳
の
デ
ー
タ
を
、
業
者
が
、
カ
ー
ナ
ビ
ソ
フ
ト
や
年
賀
状
作
成
ソ
フ
ト
に
流
用
す
る
行
為
。

※
電
話
帳
掲
載
を
了
解
し
た
個
人
は
、
電
話
帳
や
番
号
問
い
合
わ
せ
一
〇
四
番
の
み
で
利
用
さ
れ
る
と
考
え
る
。

四

名
簿
図
書
館
（
個
人
等
か
ら
購
入
し
た
各
種
名
簿
を
有
料
コ
ピ
ー
さ
せ
る
事
業
者
）
で
、
同
窓
会
名
簿
や
未
亡
人
名
簿
、

一



地
方
電
話
帳
を
は
じ
め
各
種
名
簿
の
有
料
コ
ピ
ー
サ
ー
ビ
ス
を
顧
客
に
提
供
す
る
行
為
。
名
簿
の
内
容
に
よ
っ
て
法
案
適
用

が
変
わ
っ
て
く
る
場
合
は
、
名
簿
の
内
容
ご
と
に
解
釈
を
お
示
し
願
い
た
い
。

五

新
聞
の
死
亡
欄
を
集
約
し
て
個
人
情
報
デ
ー
タ
ー
ベ
ー
ス
を
作
り
、
業
者
が
仏
壇
の
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
を
郵
送
す
る
行

為
。

六

学
校
の
父
兄
か
ら
生
徒
の
名
簿
を
借
り
て
、
業
者
が
生
徒
宅
に
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
を
打
つ
行
為
。

七

レ
ン
タ
ル
ビ
デ
オ
店
が
個
人
が
借
り
た
ビ
デ
オ
ソ
フ
ト
名
一
覧
の
個
人
情
報
を
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
業
者
に
販
売
す
る
行

為
。

八

雑
誌
社
が
、
郵
送
購
読
者
に
、
雑
誌
と
同
封
し
て
、
他
社
の
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
を
封
入
し
て
郵
送
す
る
行
為
。

九

事
業
、
事
業
者
の
定
義
は
何
か
。

十

個
人
情
報
取
扱
事
業
者
に
は
、
未
成
年
や
学
生
も
含
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
。

十
一

個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
学
校
の
ク
ラ
ブ
活
動
も
含
ま
れ
る
場
合
も
あ
る
か
。
可
能
性
が
ゼ
ロ
で
な
い
場
合
は
、
含
ま

れ
る
可
能
性
の
あ
る
具
体
的
事
例
を
お
示
し
願
い
た
い
。

十
二

住
民
票
を
書
き
写
し
て
、
小
学
校
入
学
前
児
童
宅
に
ラ
ン
ド
セ
ル
の
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
を
送
る
行
為
。

二



十
三

か
つ
て
発
生
し
た
防
衛
庁
の
情
報
開
示
請
求
者
の
個
人
情
報
リ
ス
ト
化
事
件
は
、
ど
の
よ
う
な
罰
則
が
適
用
さ
れ
る

か
。

十
四

貸
し
金
業
等
に
お
け
る
多
重
債
務
者
の
ブ
ラ
ッ
ク
情
報
を
事
業
者
間
で
本
人
の
同
意
無
し
に
流
通
さ
せ
る
行
為
。

十
五

業
者
が
警
察
の
任
意
の
求
め
に
応
じ
て
、
個
人
情
報
デ
ー
タ
ー
ベ
ー
ス
を
提
出
す
る
行
為
。

十
六

警
察
が
民
間
企
業
に
個
人
の
前
科
情
報
を
流
す
行
為
。

十
七

政
治
家
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
追
う
、
自
称
フ
リ
ー
ラ
イ
タ
ー
を
、
こ
れ
は
報
道
で
な
い
と
憤
る
政
治
家
本
人
が
、
当
該

フ
リ
ー
ラ
イ
タ
ー
が
情
報
取
扱
事
業
者
な
の
か
、
あ
る
い
は
個
人
情
報
保
護
法
案
五
十
条
の
適
用
除
外
の
対
象
か
否
か
、
調

査
を
政
府
あ
る
い
は
当
該
政
治
家
が
指
名
す
る
主
務
大
臣
に
依
頼
す
る
こ
と
は
可
能
か
。
依
頼
さ
れ
た
場
合
ど
の
よ
う
な
調

査
を
実
施
す
る
か
。

十
八

自
衛
隊
が
隊
員
募
集
の
た
め
に
、
自
治
体
に
住
民
の
健
康
情
報
や
家
庭
環
境
等
の
個
人
情
報
を
求
め
る
行
為
。
ま
た
、

自
治
体
が
求
め
に
応
じ
て
こ
れ
ら
個
人
情
報
を
自
衛
隊
に
提
供
す
る
行
為
。

十
九

自
衛
隊
が
隊
員
募
集
の
た
め
に
、
自
治
体
に
住
民
票
記
載
の
個
人
情
報
を
求
め
る
行
為
。
ま
た
、
自
治
体
が
求
め
に
応

じ
て
こ
れ
ら
個
人
情
報
を
自
衛
隊
に
提
供
す
る
行
為
。

三



二
十

政
治
活
動
を
断
念
し
た
者
が
、
数
年
後
に
、
友
人
の
立
候
補
者
に
名
簿
を
渡
す
行
為
。

二
十
一

公
務
員
が
上
司
の
命
令
で
住
民
実
態
調
査
と
し
て
、
住
民
の
年
収
や
家
庭
環
境
、
健
康
状
態
を
調
査
す
る
行
為
。
本

人
同
意
有
り
の
場
合
と
同
意
無
し
の
場
合
双
方
を
お
示
し
願
い
た
い
。

二
十
二

公
務
員
が
公
立
図
書
館
で
住
民
が
ど
ん
な
本
を
借
り
て
い
る
か
住
民
ご
と
に
リ
ス
ト
化
す
る
行
為
。
ま
た
、
借
り
た

本
の
リ
ス
ト
を
住
民
の
個
人
名
と
と
も
に
庁
内
一
部
で
回
覧
す
る
行
為
。

二
十
三

個
人
情
報
保
護
法
案
五
十
条
一
項
一
号
の
適
用
除
外
に
、
な
ぜ
出
版
社
が
入
っ
て
い
な
い
の
か
。
出
版
社
の
扱
い
に

つ
い
て
お
示
し
願
い
た
い
。

二
十
四

出
版
社
の
う
ち
、
個
人
情
報
保
護
法
案
五
十
条
の
適
用
除
外
に
な
ら
な
い
も
の
は
、
ど
の
よ
う
な
形
態
の
出
版
社

か
。

二
十
五

個
人
情
報
保
護
法
案
十
八
条
の
通
知
は
宣
伝
の
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
に
同
封
す
る
場
合
も
含
ま
れ
る
か
。

二
十
六

個
人
情
報
保
護
法
案
十
八
条
の
公
表
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
流
す
だ
け
で
足
り
る
の
か
。

二
十
七

パ
ソ
コ
ン
に
五
千
件
以
上
の
個
人
情
報
を
持
つ
専
業
主
婦
が
、
定
期
的
に
五
千
人
以
上
の
人
に
ハ
ガ
キ
絵
を
郵
送
し

て
い
る
。
こ
れ
は
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
に
な
る
か
。

四



二
十
八

従
業
員
五
千
人
以
上
の
会
社
は
た
だ
ち
に
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
と
な
る
か
。

二
十
九

株
主
五
千
人
以
上
の
会
社
は
た
だ
ち
に
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
と
な
る
か
。

三
十

生
徒
数
五
千
人
以
上
の
民
間
の
学
校
は
た
だ
ち
に
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
と
な
る
か
。

右
質
問
す
る
。

五


